
改正後   改正前 

福島市請負工事監督要綱 

         

     最終改正 令和３年１月２９日 

 

福島市請負工事監督要綱 

         

     最終改正 令和２年４月１日 

 

(契約図書に基づく処理方法) 

第５条 監督員は、約款第９条第５項に基づく催

告、請求、通知、報告等の書類が提出された場合

は、その内容を十分に検討しなければならない。 

 

４ 工事打合せ簿については          

   正本を発注者が保管し、副本を受注者が保

管するものとする。 

(契約図書に基づく処理方法) 

第５条 監督員は、約款第９条第５項に基づく催

告、請求、通知、報告等の書類が提出された場合

は、その内容を十分に検討しなければならない。 

 

４ 工事打合せ簿については、双方が署名又は押

印した正本を発注者が保管し、副本を受注者が保

管するものとする。 

附則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和３年１月２９日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

（様式改正内容） 

  様式第 1号 

現場代理人、主任（監理）技術者欄 削除 

 

様式第 14号、様式第 15号、 

  様式第 17号、様式第 19号 ㊞ 削除 

 

 

  



  
  

  
  



  
  

  
  
   


